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（様式）

労 働 局 名

担 当 者 名

提 出 日

適用使用者数
（人）

適用労働者数
（人）

年齢、業務等に
よる適用除外労

働者数
（人）

931 27,582 1,335

931 27,582 1,335

特定最低賃金名
（記入例：乳製品・糖類製造業）

鉄鋼業、金属線製品、その他の金属
製品製造業 40 1,563 70

光学機械器具・レンズ、時計・同部
分品製造業 29 2,147 73

電子部品・デバイス・電子回路、電気機
械器具、情報通信機械器具製造業 186 12,071 581

各種商品小売業 41 3,243 205

百貨店，総合スーパー 19 3,119 196

自動車小売業 616 5,439 210

新設申出があり金額決定に至ってい
ないもの 0 0 0

0 0 0

特定（産業別）最低賃金名

記入上の注意

１　特定最低賃金名（略称可）は、日本標準産業分類の産業分類順に記入すること。

２　新設のものについては、特定最低賃金名の前に「新」と付すこと。

３　「年齢、従事業務等による適用除外労働者数欄」は、外数とすること。

４　新設申出があり決定に至っていないものについては、申出段階における適用使用者数及び適用労働者数のみを記入すること。

岩手

令和4年度特定最低賃金の適用使用者数及び適用労働者数調べ

従来の産業別最低賃金適用者
　　計　　　　　（ｂ）

特定最低賃金適用者
合　　　　　　　　計（ａ＋ｂ）

新産業別最低賃金適用者
　　　　計　　　　（ａ）

備　　　考

資料№２
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           令和４年度岩手地方最低賃金審議会       資料№３ 

第１回運営小委員会審議結果 

 

１ 開催日時 

令和４年１２月１４日（水） 

    午後９時５５分～午前１１時５０分 

 ２ 出席委員 

    公益代表委員  杭田委員、細田委員 

    労働者代表委員 佐々木委員、原委員 

    使用者代表委員 藤田委員、松川委員 

３ 議  題 

（１）運営小委員会委員長及び委員長代理の選出について 

（２）関係労使の参考人意見聴取について 

（３）その他 

４ 審議結果 

（１）運営小委員会委員長及び委員長代理の選出について 

委員長に杭田委員、委員長代理に細田委員を全会一致で選出した。 

（２）関係労使の参考人意見聴取について 

    最初に事務局から、関係労使の意見聴取に係る事務取扱い、及び本審からの

付託事項について説明した。 

関係労使の意見聴取に係る事務取扱については、最低賃金法第２５条第６項

で「最低賃金審議会は、審議に際し必要と認める場合においては、関係労働者、

関係使用者その他の関係者の意見をきくものとする」と規定されている。 

また、最低賃金法施行規則第１１条第２項では、「最低賃金審議会は、意見書

を提出した者その他の関係労働者及び関係使用者のうち適当と認める者をその

会議（専門部会の会議を含む。）に出席させる等により、関係労働者及び関係

使用者の意見をきくものとする」と規定されており、「必要性審議」での「関

係労使の意見聴取」は、必ず行う必要はなく、公示の手続きも必要とされてい

ない。 

「関係労使の参加による必要性審議」について、中央最低賃金審議会産業別

最低賃金制度全員協議会は、平成１４年１２月６日に「必要性審議を従来通り

の方法で行うか、当該産業の労使が入った場で行うかを、地方最低賃金審議会

において、地域、産業の実情を踏まえつつ、検討することとする。なお、必要

性審議において、当該産業別最低賃金が適用される中小企業を含めた関係労使

が参加することにより、より実質的な審議が行われることを期待するものであ
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る。」との報告書を中央最低賃金審議会に提出し了承されている。 

具体的な審議の方法としては、①特別小委員会で審議する方法、②特別小委

員会に当該産業の関係労使をオブザーバーとして参加させる方法、③最低賃金

法第２５条第１項により各特定（産業別）最低賃金専門部会で審議する方法な

どが想定されている。なお、オブザーバーは審議の場において委員と同様に意

見を述べることができるものであるが、議決には参加できないものである。 

岩手労働局では、平成３１年３月１９日に開催した第７回岩手地方最低賃金

審議会において、「平成３１年度の岩手地方最低賃金審議会特別小委員会、特

定（産業別）最低賃金専門部会をどのように運営していくかについて」検討が

行われている。 

労働者側委員から「特定（産業別）最低賃金の必要性審議は、これまでの方

法で進めてよいのではないか。もし、必要があれば、各側の委員がそれらの業

界の関係労使と意見交換などして審議に臨めば良いのではないかと考える。」、

「申出のあった全ての産業について、各業界の関係労使から網羅的に意見を述

べていただくことは困難だと思われる。必要性の審議は、全会一致が原則とさ

れており、委員は、それぞれの産業を代表して審議に臨んでいると思うので、

従来の方法で良いと考える」との意見が述べられている。会長から「労働者側

は、従来の方法でよいのではないかということだが、この場では決めかねると

いうことであれば、改めて来年度の審議会に諮って決定するという方法もある

と思う。従来と同じように、特別小委員会で必要性の有無について審議すると

いうことでよろしいか。」との発言に対し、労使から異議はなく、従来の方法

により現在に至っている。 

このような経過をたどって現在に至っているところ、令和４年７月１日に開

催した平成４年度第２回岩手地方最低賃金審議会で、労働者側委員から「特定

(産業別)最低賃金の必要性審議を行う特別小委員会において、意向表明を行っ

ている５産業全てから関係労使の参考人意見聴取を行うこと」が提案されたこ

とから、次のことが本審から運営小委員会に付託されたものである。 

ア 関係労使の参考人意見聴取はどんな内容の意見を求めるのか。（必要性がある 

なしということの審議に役に立つことが前提となる。）必要性の有無を判断で

きるような意見を聞き出せるかどうか。 

どういう書面にするのか。「必要性」に特化した意見聴取とするか。 

意見聴取の方法は書面の提出に加えて出席させる方法とするか。 

スケジュールの関係もあるが、５産業すべてとするかどうか。意見聴取は労

使各 1名とするか。 

イ ５産業で出席させる方法で労使それぞれから意見聴取をするとすれば、かな
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りの時間が必要となる。十分な審議時間を確保しながらスケジュール調整がで

きるのかどうか。特別小委員会を何回開催する必要があるのか。 

ウ  金額審議の専門部会での意見聴取と必要性審議での意見聴取の趣旨は異なる

が、双方の関係をどうするか。金額審議の専門部会での意見聴取は法に則って

公示手続きを踏まえ実施している。単純に特別小委員会の意見書を専門部会の

意見書に回すということは難しいと思うが、そこをどうするのか。 

エ  以上のことを踏まえ、特定（産業別）最低賃金の必要性審議に当たり、関係

労使の参考人意見聴取を行うこととするかどうか。行う場合、どのようなやり

方とするか。 

このような経緯から、参考人意見聴取の要否、実施方法等について検討した。 

  【公益側】 

事務局の説明では、参考人意見聴取の方法とオブザーバーとして審議に参加

するが議決権はないとする方法などについて説明があったが、労働者側として

の考えを確認したい。 

【労働者側】 

労働者側としては、基本的に参考人意見聴取の方法を考えており、必要性審

議に入る際に、特定(産業別)最低賃金の適用となる労使から産業ごとの詳しい

意見を聞いて審議に入れば、より一層に議論が深まると考える。 

オブザーバーまでは考えていない。 

【公益側】 

付託事項のア、参考人意見の内容が、必要性審議に役立つ意見として何を期

待・想定するのかについての検討を最初に集中的に行い、その他の様々な方法

論については、それを踏まえてその後に検討したいと思う。 

まずは、労働者側より提案の趣旨説明をお願いする。 

 

【労働者側】 

提案の趣旨については、改正決定に係る申出書を５産業提出し受理され、必

要性審議が行われたが、1 産業が必要性なしとなった。５産業全てが金額審議

に入ってもらいたかったとの思いがある。しかし、必要性なしとなった１産業

のみの参考人意見聴取ということでなく、５産業全てに意見書の提出を求める

とともに参考人意見聴取を行うことで、労使がより一層現場の声を取り入れて

審議を行うことが必要不可欠であることから、５産業全てに参考人意見聴取を

することを提案した。 

金額審議というよりは、必要性審議でしっかりと議論したいといった思いが

ある。 
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【使用者側】 

使用者側としては、今までの審議方法で問題なかったので、このままの審議

で十分と考える。 

労使それぞれの各委員は、現場の声を十分に聞いて、業界事情、業況を踏ま

えて審議に臨んでいるものと考えているので、新たに参考人意見聴取を行う必

要はない。 

５産業すべてに参考人意見聴取をすることは、審議時間が今までよりかかる

ことであり、審議日程についての変更が伴うものであることから、現状の審議

内容で何が問題であり、どのようなことをすれば、どう改善するのか労働者側

に提案してもらいたい。抽象的な提案であれば議論に値しないと考えている。 

なお、今までの最低賃金の審議上、適正な法定手続きで運用されているし、

現状、岩手の最低賃金審議会運営について制度的な問題も感じられない。 

使用者側とすれば、新たに参考人意見聴取を行う必要はないと主張する。 

【公益側】 

労使の意見が最初から隔たりがあるということだが、労働者側からすれば、 

必要性審議に重点を置きたいとのことであり、問題点が何か、新しい変更によ

ってどう改善するのかについて労働者側に説明願いたい。 

【労働者側】 

３月に意向表明を行い、７月に申出を行ってから審議が進むため意見を聞く

時間が限られている。事務局の説明では公示する必要はないとのことなので、

意向表明を行えば、前もって意見を聞くことはできるように思われる。 

意向表明をした産業については、基幹的労働者の概ね３分の１の合意があり、

申出書が受理されているので、多くの意見を取り入れた審議をして欲しい。 

労働者側としては、組合に入っていない未組織労働者の情報がなく、組合は

あるが組合に加入していないパートの情報が少ない。未組織労働者の意見も取

り入れるべきと考える。 

【使用者側】 

未組織労働者の者から１人意見を聞いても仕方ないので、労働者代表委員は、

労働組合未加入のパートについては組合から情報を聞いてもらうなど、未組織

労働者の意見を集約し未加入組合員がかかえる全体的な問題点を整理して出席

すべきではないか。 

使用者側は、例えば自動車小売業では、小規模な事業所に出向いて話を聞く

などいろいろな所から意見を聞いて使用者代表として審議に臨んでいる。 

審議会の場で十分に審議できるのではないかと考える。 
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【労働者側】 

組合があるところではパートの意見も聞いているが、未組織労働者に意見を

聞くことは、会社外部の労働組合が介入することとなり、かなり難しいと考え

る。 

【公益側】 

申出書の受理は、法的要件を満たしているため受理したということであり、

未組織を含めた産業全体で必要性を認めたといったことではないので区別して

考えるべきで、労働者側がパートなど未組織労働者の意見を吸い上げられない

ならば、誰が意見を代弁するのか考えるべきである。 

【労働者側】 

申出書の提出に当たっては、特定(産業別)最低賃金の優位性を保ちたいとい   

った思いから提出している。 

優位性を保ちたいことは、必要性を認めてもらいたいといったことでもあり、

必要性審議に参考人意見聴取を行った上で、少しでも審議の参考としてもらい

たいとの思いがある。 

今回の運営小委員会で、このままで行くか参考人意見聴取を行うかのある程

度の方向性を決め本審に報告し本審で決定することでよいか確認したい。 

【公益側】 

運営小委員会の方向性が最終決定ではなく、あくまで最終決定は本審の場で

ある。 

運営小委員会で道筋を立て、こういった考えでいくと結論はこうなりますと

いった報告をしたいとの公益側は考えている。 

ただし、意見が膠着した場合の代案を持っているわけではない。 

また、この提案を単に採決によって決めるべきではなく労使の合意が必要と

考えている。制度変更によって、何をねらってどんな改善が期待できるのか、

もう少し検討していただきたい。 

労使の立場の違いから意見が相違することは分かるが、どんな問題点があり、

どうすれば、どう改善するのかといった検討をしなければ方向性が見えない。 

【労働者側】 

労働者側とすれば、審議の運営の改善点になるか定かではないが、参考人意

見聴取を行うことで審議内容がより深まるのではないかといった思いから提案

したもので、その後の金額審議にまで参考人を呼ぶ必要はないと考えており、

必要性審議においては改善点があるのではないかと考えている。 

必要性審議においては、労使のイニシアティブでしっかりと審議し、全会一

致でなければならないこととなっており、全会一致の部分で審議が尽くせるの
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ではないか思う。 

それが改善点といえるかは判断が難しいところであるが、一歩進んだことに

なるのではないかと思う。 

最終的には、労働者側として労働者から意見を聞けば、今の賃金から上げて

欲しいとの意見であり、使用者側として使用者から意見を聞けば、経営する上

でいろんなことがあるので、大きくは上げないで欲しいといった意見になると

思う。 

【使用者側】 

岩手県最低賃金の引上げ幅が３０円くらいと大きく、パートを多く抱える事

業所は大変であり、どうやりくりしているのは不思議なところがある。 

内部留保を取り崩していると思われるが、今後どうなるのか見通しが立たな

い。 

【労働者側】 

   特定(産業別)最低賃金については、優位性を保持し人材確保を目指している。 

【使用者側】 

特定(産業別)最低賃金の優位性保持は理解するが、岩手県最低賃金の上げ幅

が大きいことから、優位性を保持できる産業であるかが問題となる。 

特定(産業別)最低賃金の廃止論も出る中、今までの審議内容で明確な問題点

があるとも思えないし、平成３１年度の本審の議論を踏まえると、今ここで参

考人意見聴取を行わなくても良いのではないかと考える。 

【公益側】 

労働者側の意見で、５産業で情報共有したいとする意見があったが、情報共

有は労働者側、使用者側の内部で行えばよいことであると思う。 

特定(産業別)最低賃金については、岩手県最低賃金の上げ幅が大きく、その   

影響を受けており、従来は岩手県最低賃金の１０％くらい上を行くことで考え

ていたが、それができなくなってきている。 

５産業横並びで行きたいのが労働者側の思いと思うが、実情に即したところ

で行かなければ生き延びられないといった現状にある。 

意向表明時に組合が労使協定の写しや意見書を集め、上部組合に提出してい

ると思うが、全て現場で労使協定の決定ができる会社とは思わないが、現場で

労使の話し合いが持たれると思うので、上部組合に金額を上げる働きかけをす

るだけでなく経営者にも働きかけを行い意向表明の提出について認めてもらう

ことも大事である。 

現場の経営者の理解もないまま、参考人意見聴取を行っても簡単に結論が変

わるとも考えられない。 
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【労働者側】 

公益側の話は、最もな話ではあるが、意向表明を集めるときには、労使で話

し合いを持ち上部組合への意向表明の提出は理解しているものと考える。 

労使での話し合いは春闘に向けたものであり、労使協定が最低賃金を下回れ

ば協定を結びなおすことをしている。 

労使が話し合いを行っていることは公益にも理解いただきたい。 

【公益側】 

現状を変えるために参考人意見聴取を行うのでなく、こうすれば審議会が充

実するといったことがはっきり見えれば制度改正もありと考えるが、情報が少

ないより多いほうがよいというレベルでは難しい。もう一段上の考えとして、

問題点が何であり、その改善策として何があるか具体的なものがあれば、従前

の方法を変更するまでの方向性が見えたかもしれない。 

今回の提案については、労使の意見の合意が見られなかった。 

５産業全てに参考人意見聴取を行うとする労働者側からの提案は、労使の意

見が一致せず合意されなかったため、参考人意見聴取を実施するという結論に

は至らなかったとして本審に報告する方向で進めたい。 

【使用者側】 

 議論の進め方とすれば、特定(産業別)最低賃金制度の業種のくくりのあり方

などの問題もあり、あまり範囲を広げて考えるのではなく状況把握といっても

委員がそれなりに行っていることを前提に、より一層創意工夫する程度として

もよいのではないか。 

【労働者側】 

労働者側としては、百貨店が大変であるとの思いがある。ただし、５産業全

てで見るべきであり、労使がきちんとイニシアティブがとれる必要性審議であ

るべきとして今回の提案となった。 

しかし、参考人意見聴取を行ったことで、どのような成果があるかは把握し

きれないでいる。 

参考人意見聴取を行い、労使が情報共有して同じ方向を向ければとの思いも

あるが、それが審議の在り方としてメリットとなるかは把握できないが、労働

者側としては必要と考えた。 

今までの在り方を否定するものではないことを理解していただきたい。 

【公益側】 

  再度結論を整理すると、今回の運営小委員会では労使の意見合意は見なかっ

た。 

 変更するだけの十分な理由と十分な効果が具体的に見ることができなかった
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ため従前のやり方を変更して参考人意見聴取を実施するという結論には至らな

かったとして本審に報告することとしたい。 

【労働者側・使用者側】 

     労使ともに発言はなかった。 

（３）その他 

       特になし 

 



資料№４

R5.3.17

令和３年度

月　　日 月　　日 時　　刻 本審及び部会別 備　　考 月　　日 時　　刻 本審及び部会別 備　　考

５月２１日（金） ５月２５日（水） 15:00 第１回公益委員会議 審議会の運営等 R5.5.19(金) 15:00 第１回公益委員会議 審議会の運営等

― ― ― ― ― ― ― ― ―

６月１１日（火） ６月３日（金） 10:00 第1回本審 審議会の運営等 R5.6.2(金) 10:00 第1回本審 審議会の運営等

６月２０日（月） １日 実地視察 内陸南部、飲食業 ６月中旬 １日 実地視察 沿岸北部、製造業

６月２２日（火） ６月２８日（火）
中央最賃審

（目安小委員会）
目安諮問 ６月下旬

中央最賃審
（目安小委員会）

目安諮問

― ― ― ― ― ― ― ― ―

７月２日（金） ７月１日（金） 13:00 第２回本審 県最賃諮問 R5.6.30(金) 10:00 第２回本審 県最賃諮問

― ― ― ― ― ― ― ― ―

７月１６日（金） ８月２日（火） 中央最賃審 目安答申 ７月下旬 中央最賃審 目安答申

７月２８日（水） ８月５日（金） 15:30 第３回本審
目安伝達

行政機関概況説明
主要指標説明

R5.8.1(火) 10:00 第３回本審
目安伝達

行政機関概況説明
主要指標説明

７月２９日（木） ８月８日（月） 13:30 ①県最賃専門部会
部会長、代理の選出
参考人意見聴取

労使の基本的考え方
R5.8.2(水) 13:30 ①県最賃専門部会

部会長、代理の選出
参考人意見聴取

労使の基本的考え方

８月２日（月） ８月１９日（金） 10:00 ②県最賃専門部会
全国の審議状況

金額審議 R5.8.3(木) 13:30 ②県最賃専門部会
全国の審議状況

金額審議

８月４日（水） ８月２２日（月） 13:30 ③県最賃専門部会
全国の審議状況

金額審議 R5.8.4(金) 13:30 ③県最賃専門部会
全国の審議状況

金額審議
結　審

８月５日（木） ④県最賃専門部会
全国の審議状況

金額審議
結　審

予備日
④県最賃専門部会

全国の審議状況
金額審議
結　審

８月６日（金） ８月２３日（火） 10:00 第４回本審
県最賃審議、採決、答申
特定最賃必要性諮問
特別小委員会設置

R5.8.7(月) 10:00 第４回本審
県最賃審議、採決、答申
特定最賃必要性諮問
特別小委員会設置

８月１８日（水） ９月７日（水） 10:00 第１回特別小委員会 特定最賃必要性審議 R5.8.18(金) 10:00 第１回特別小委員会 特定最賃必要性審議

８月２３日（月） 第２回特別小委員会 特定最賃必要性審議
予備日

第２回特別小委員会
特定最賃必要性審議

８月２４日（火） ９月８日（木） 10:00 第５回本審

県最賃異議諮問、審議、採決、答
申
特定最賃必要性審議、採決、答申
特定最賃改正決定諮問
特定最賃各専門部会設置

R5.8.23(水) 10:00 第５回本審

県最賃異議諮問、審議、採決、答
申
特定最賃必要性審議、採決、答申
特定最賃改正決定諮問
特定最賃各専門部会設置

９月２４日（金） １０月７日(金) 10:00 ①産別合同部会
部会長、代理の選出

主要指標説明
審議日程の調整

①産別合同部会
部会長、代理の選出

主要指標説明
審議日程の調整

１０月２０日（水） １０月２１日(金) 13:00 ②鉄鋼
参考人意見聴取

労使の基本的な考え方
金額審議

②鉄鋼
参考人意見聴取

労使の基本的な考え方
金額審議

１０月２７日（水） １０月３１日(月) 12:30 ③鉄鋼
金額審議
結　審

③鉄鋼
金額審議
結　審

１０月８日（金） １０月１３日(木) 10:00 ②光学
参考人意見聴取

労使の基本的な考え方
金額審議

②光学
参考人意見聴取

労使の基本的な考え方
金額審議

１０月２２日（金） １０月２５日(火) 9:00 ③光学
金額審議
結　審

③光学
金額審議
結　審

１０月６日（水） １０月１８日(火) 15:00 ②電気
参考人意見聴取

労使の基本的な考え方
金額審議

②電気
参考人意見聴取

労使の基本的な考え方
金額審議

１０月２２日（金） １０月３１日(月) 8:00 ③電気
金額審議
結　審

③電気
金額審議
結　審

１０月７日（木） １０月１８日(火) 12:00 ②自動車
参考人意見聴取

労使の基本的な考え方
金額審議

②自動車
参考人意見聴取

労使の基本的な考え方
金額審議

１０月１９日（火） １０月２７日(木) 9:00 ③自動車
金額審議
結　審

③自動車
金額審議
結　審

②
参考人意見聴取

労使の基本的な考え方
金額審議

③
金額審議
結　審

１０月２８日(木) １１月１日(火) 15:00 第６回本審 特定最賃審議、採決、答申 R5.10.27(金) 10:00 第６回本審 特定最賃審議、採決、答申

１１月１５日(月) １１月１８日(金) 10:00 第７回本審 特定最賃異議諮問、審議、採決、答申 R5.11.14(火) 10:00 第７回本審 特定最賃異議諮問、審議、採決、答申

１２月１４日（水） 10:00 第１回運営小委員会
特別小委員会（特賃必要性審議）

での
関係労使の参考人意見聴取につ

１月１３日（木） １月２４日（火） 15:30 第２回公益委員会議
審議の課題及びあり方
次年度の審議日程 R5.12.15(金) 15:00 第２回公益委員会議

審議の課題及びあり方
次年度の審議日程

３月２２日（火） ３月１７日（金） 10:00 第８回本審
産別意向表明

意向表明に対する意見交換
次年度の審議計画（案）

R6.3.22(金) 10:00 第８回本審
産別意向表明

意向表明に対する意見交換
次年度の審議計画（案）

令和４年度　岩手地方最低賃金審議会開催計画 令和５年度　岩手地方最低賃金審議会開催計画

令和５年度岩手地方最低賃金審議会開催計画　（案）



別添１

15日 8営業日 30日

→ → →

8月1日（火） 8月16日（水） 8月28日（月） 9月27日（水）

8月2日（水） 8月17日（木） 8月29日（火） 9月28日（木）

8月3日（木） 8月18日（金） 8月30日（水） 9月29日（金）

8月4日（金） 8月21日（月） 8月31日（木） 9月30日（土）

8月5日（土） 8月21日（月） 8月31日（木） 9月30日（土）

8月6日（日） 8月21日（月） 8月31日（木） 9月30日（土）

8月7日（月） 8月22日（火） 9月1日（金） 10月1日（日）

8月8日（火） 8月23日（水） 9月4日（月） 10月4日（水）

8月9日（水） 8月24日（木） 9月5日（火） 10月5日（木）

8月10日（木） 8月25日（金） 9月6日（水） 10月6日（金）

8月11日（金） 8月28日（月） 9月7日（木） 10月7日（土）

8月12日（土） 8月28日（月） 9月7日（木） 10月7日（土）

8月13日（日） 8月28日（月） 9月7日（木） 10月7日（土）

8月14日（月） 8月29日（火） 9月8日（金） 10月8日（日）

8月15日（火） 8月30日（水） 9月11日（月） 10月11日（水）

8月16日（水） 8月31日（木） 9月12日（火） 10月12日（木）

8月17日（木） 9月1日（金） 9月13日（水） 10月13日（金）

8月18日（金） 9月4日（月） 9月14日（木） 10月14日（土）

8月19日（土） 9月4日（月） 9月14日（木） 10月14日（土）

8月20日（日） 9月4日（月） 9月14日（木） 10月14日（土）

8月21日（月） 9月5日（火） 9月15日（金） 10月15日（日）

8月22日（火） 9月6日（水） 9月19日（火） 10月19日（木）

8月23日（水） 9月7日（木） 9月20日（水） 10月20日（金）

8月24日（木） 9月8日（金） 9月21日（木） 10月21日（土）

8月25日（金） 9月11日（月） 9月22日（金） 10月22日（日）

8月26日（土） 9月11日（月） 9月22日（金） 10月22日（日）

8月27日（日） 9月11日（月） 9月22日（金） 10月22日（日）

8月28日（月） 9月12日（火） 9月25日（月） 10月25日（水）

8月29日（火） 9月13日（水） 9月26日（火） 10月26日（木）

8月30日（水） 9月14日（木） 9月27日（水） 10月27日（金）

8月31日（木） 9月15日（金） 9月28日（木） 10月28日（土）

9月1日（金） 9月19日（火） 9月29日（金） 10月29日（日）

9月2日（土） 9月19日（火） 9月29日（金） 10月29日（日）

令和５年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定一覧表（地域別最低賃金の場合）

※令和５年2月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※10月1日(日)発効とするためには、８月７日（月）までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効

sasakizni
Image
ここにメモを書いてください。



別添１

15日 8営業日 30日

→ → →

令和５年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定一覧表（地域別最低賃金の場合）

※令和５年2月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※10月1日(日)発効とするためには、８月７日（月）までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効

9月3日（日） 9月19日（火） 9月29日（金） 10月29日（日）

9月4日（月） 9月19日（火） 9月29日（金） 10月29日（日）

9月5日（火） 9月20日（水） 10月2日（月） 11月1日（水）

9月6日（水） 9月21日（木） 10月3日（火） 11月2日（木）

9月7日（木） 9月22日（金） 10月4日（水） 11月3日（金）

9月8日（金） 9月25日（月） 10月5日（木） 11月4日（土）

9月9日（土） 9月25日（月） 10月5日（木） 11月4日（土）

9月10日（日） 9月25日（月） 10月5日（木） 11月4日（土）

9月11日（月） 9月26日（火） 10月6日（金） 11月5日（日）

9月12日（火） 9月27日（水） 10月10日（火） 11月9日（木）

9月13日（水） 9月28日（木） 10月11日（水） 11月10日（金）



別添１

15日 8営業日 30日

→ → →

令和５年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定一覧表（地域別最低賃金の場合）

※令和５年2月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※10月1日(日)発効とするためには、８月７日（月）までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効

9月14日（木） 9月29日（金） 10月12日（木） 11月11日（土）

9月15日（金） 10月2日（月） 10月13日（金） 11月12日（日）

9月16日（土） 10月2日（月） 10月13日（金） 11月12日（日）

9月17日（日） 10月2日（月） 10月13日（金） 11月12日（日）

9月18日（月） 10月3日（火） 10月16日（月） 11月15日（水）

9月19日（火） 10月4日（水） 10月17日（火） 11月16日（木）

9月20日（水） 10月5日（木） 10月18日（水） 11月17日（金）

9月21日（木） 10月6日（金） 10月19日（木） 11月18日（土）

9月22日（金） 10月10日（火） 10月20日（金） 11月19日（日）

9月23日（土） 10月10日（火） 10月20日（金） 11月19日（日）

9月24日（日） 10月10日（火） 10月20日（金） 11月19日（日）

9月25日（月） 10月10日（火） 10月20日（金） 11月19日（日）

9月26日（火） 10月11日（水） 10月23日（月） 11月22日（水）

9月27日（水） 10月12日（木） 10月24日（火） 11月23日（木）

9月28日（木） 10月13日（金） 10月25日（水） 11月24日（金）

9月29日（金） 10月16日（月） 10月26日（木） 11月25日（土）

9月30日（土） 10月16日（月） 10月26日（木） 11月25日（土）

10月1日（日） 10月16日（月） 10月26日（木） 11月25日（土）

10月2日（月） 10月17日（火） 10月27日（金） 11月26日（日）

10月3日（火） 10月18日（水） 10月30日（月） 11月29日（水）

10月4日（水） 10月19日（木） 10月31日（火） 11月30日（木）

10月5日（木） 10月20日（金） 11月1日（水） 12月1日（金）

10月6日（金） 10月23日（月） 11月2日（木） 12月2日（土）

10月7日（土） 10月23日（月） 11月2日（木） 12月2日（土）

10月8日（日） 10月23日（月） 11月2日（木） 12月2日（土）

10月9日（月） 10月24日（火） 11月6日（月） 12月6日（水）

10月10日（火） 10月25日（水） 11月7日（火） 12月7日（木）

10月11日（水） 10月26日（木） 11月8日（水） 12月8日（金）

10月12日（木） 10月27日（金） 11月9日（木） 12月9日（土）

10月13日（金） 10月30日（月） 11月10日（金） 12月10日（日）

10月14日（土） 10月30日（月） 11月10日（金） 12月10日（日）

10月15日（日） 10月30日（月） 11月10日（金） 12月10日（日）

10月16日（月） 10月31日（火） 11月13日（月） 12月13日（水）



別添１

15日 8営業日 30日

→ → →

令和５年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定一覧表（地域別最低賃金の場合）

※令和５年2月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※10月1日(日)発効とするためには、８月７日（月）までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効

10月17日（火） 11月1日（水） 11月14日（火） 12月14日（木）

10月18日（水） 11月2日（木） 11月15日（水） 12月15日（金）

10月19日（木） 11月6日（月） 11月16日（木） 12月16日（土）

10月20日（金） 11月6日（月） 11月16日（木） 12月16日（土）

10月21日（土） 11月6日（月） 11月16日（木） 12月16日（土）

10月22日（日） 11月6日（月） 11月16日（木） 12月16日（土）

10月23日（月） 11月7日（火） 11月17日（金） 12月17日（日）

10月24日（火） 11月8日（水） 11月20日（月） 12月20日（水）

10月25日（水） 11月9日（木） 11月21日（火） 12月21日（木）

10月26日（木） 11月10日（金） 11月22日（水） 12月22日（金）

10月27日（金） 11月13日（月） 11月24日（金） 12月24日（日）



別添２

15日 10営業日 30日

→ → →

9月1日（金） 9月19日（火） 10月3日（火） 11月2日（木）

9月2日（土） 9月19日（火） 10月3日（火） 11月2日（木）

9月3日（日） 9月19日（火） 10月3日（火） 11月2日（木）

9月4日（月） 9月19日（火） 10月3日（火） 11月2日（木）

9月5日（火） 9月20日（水） 10月4日（水） 11月3日（金）

9月6日（水） 9月21日（木） 10月5日（木） 11月4日（土）

9月7日（木） 9月22日（金） 10月6日（金） 11月5日（日）

9月8日（金） 9月25日（月） 10月10日（火） 11月9日（木）

9月9日（土） 9月25日（月） 10月10日（火） 11月9日（木）

9月10日（日） 9月25日（月） 10月10日（火） 11月9日（木）

9月11日（月） 9月26日（火） 10月11日（水） 11月10日（金）

9月12日（火） 9月27日（水） 10月12日（木） 11月11日（土）

9月13日（水） 9月28日（木） 10月13日（金） 11月12日（日）

9月14日（木） 9月29日（金） 10月16日（月） 11月15日（水）

9月15日（金） 10月2日（月） 10月17日（火） 11月16日（木）

9月16日（土） 10月2日（月） 10月17日（火） 11月16日（木）

9月17日（日） 10月2日（月） 10月17日（火） 11月16日（木）

9月18日（月） 10月3日（火） 10月18日（水） 11月17日（金）

9月19日（火） 10月4日（水） 10月19日（木） 11月18日（土）

9月20日（水） 10月5日（木） 10月20日（金） 11月19日（日）

9月21日（木） 10月6日（金） 10月23日（月） 11月22日（水）

9月22日（金） 10月10日（火） 10月24日（火） 11月23日（木）

9月23日（土） 10月10日（火） 10月24日（火） 11月23日（木）

9月24日（日） 10月10日（火） 10月24日（火） 11月23日（木）

9月25日（月） 10月10日（火） 10月24日（火） 11月23日（木）

9月26日（火） 10月11日（水） 10月25日（水） 11月24日（金）

9月27日（水） 10月12日（木） 10月26日（木） 11月25日（土）

9月28日（木） 10月13日（金） 10月27日（金） 11月26日（日）

9月29日（金） 10月16日（月） 10月30日（月） 11月29日（水）

9月30日（土） 10月16日（月） 10月30日（月） 11月29日（水）

10月1日（日） 10月16日（月） 10月30日（月） 11月29日（水）

10月2日（月） 10月17日（火） 10月31日（火） 11月30日（木）

10月3日（火） 10月18日（水） 11月1日（水） 12月1日（金）

令和５年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定一覧表（特定(産業別)最低賃金の場合）

※令和５年2月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※12月1日(金)発効とするためには、10月３日(火)までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効



別添２

15日 10営業日 30日

→ → →

令和５年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定一覧表（特定(産業別)最低賃金の場合）

※令和５年2月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※12月1日(金)発効とするためには、10月３日(火)までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効

10月4日（水） 10月19日（木） 11月2日（木） 12月2日（土）

10月5日（木） 10月20日（金） 11月6日（月） 12月6日（水）

10月6日（金） 10月23日（月） 11月7日（火） 12月7日（木）

10月7日（土） 10月23日（月） 11月7日（火） 12月7日（木）

10月8日（日） 10月23日（月） 11月7日（火） 12月7日（木）

10月9日（月） 10月24日（火） 11月8日（水） 12月8日（金）

10月10日（火） 10月25日（水） 11月9日（木） 12月9日（土）

10月11日（水） 10月26日（木） 11月10日（金） 12月10日（日）

10月12日（木） 10月27日（金） 11月13日（月） 12月13日（水）

10月13日（金） 10月30日（月） 11月14日（火） 12月14日（木）

10月14日（土） 10月30日（月） 11月14日（火） 12月14日（木）



別添２

15日 10営業日 30日

→ → →

令和５年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定一覧表（特定(産業別)最低賃金の場合）

※令和５年2月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※12月1日(金)発効とするためには、10月３日(火)までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効

10月15日（日） 10月30日（月） 11月14日（火） 12月14日（木）

10月16日（月） 10月31日（火） 11月15日（水） 12月15日（金）

10月17日（火） 11月1日（水） 11月16日（木） 12月16日（土）

10月18日（水） 11月2日（木） 11月17日（金） 12月17日（日）

10月19日（木） 11月6日（月） 11月20日（月） 12月20日（水）

10月20日（金） 11月6日（月） 11月20日（月） 12月20日（水）

10月21日（土） 11月6日（月） 11月20日（月） 12月20日（水）

10月22日（日） 11月6日（月） 11月20日（月） 12月20日（水）

10月23日（月） 11月7日（火） 11月21日（火） 12月21日（木）

10月24日（火） 11月8日（水） 11月22日（水） 12月22日（金）

10月25日（水） 11月9日（木） 11月24日（金） 12月24日（日）

10月26日（木） 11月10日（金） 11月27日（月） 12月27日（水）

10月27日（金） 11月13日（月） 11月28日（火） 12月28日（木）

10月28日（土） 11月13日（月） 11月28日（火） 12月28日（木）

10月29日（日） 11月13日（月） 11月28日（火） 12月28日（木）

10月30日（月） 11月14日（火） 11月29日（水） 12月29日（金）

10月31日（火） 11月15日（水） 11月30日（木） 12月30日（土）

11月1日（水） 11月16日（木） 12月1日（金） 12月31日（日）

11月2日（木） 11月17日（金） 12月4日（月） 1月3日（水）

11月3日（金） 11月20日（月） 12月5日（火） 1月4日（木）

11月4日（土） 11月20日（月） 12月5日（火） 1月4日（木）

11月5日（日） 11月20日（月） 12月5日（火） 1月4日（木）

11月6日（月） 11月21日（火） 12月6日（水） 1月5日（金）

11月7日（火） 11月22日（水） 12月7日（木） 1月6日（土）

11月8日（水） 11月24日（金） 12月8日（金） 1月7日（日）

11月9日（木） 11月24日（金） 12月8日（金） 1月7日（日）

11月10日（金） 11月27日（月） 12月11日（月） 1月10日（水）

11月11日（土） 11月27日（月） 12月11日（月） 1月10日（水）

11月12日（日） 11月27日（月） 12月11日（月） 1月10日（水）

11月13日（月） 11月28日（火） 12月12日（火） 1月11日（木）

11月14日（火） 11月29日（水） 12月13日（水） 1月12日（金）

11月15日（水） 11月30日（木） 12月14日（木） 1月13日（土）

11月16日（木） 12月1日（金） 12月15日（金） 1月14日（日）



別添２

15日 10営業日 30日

→ → →

令和５年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定一覧表（特定(産業別)最低賃金の場合）

※令和５年2月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※12月1日(金)発効とするためには、10月３日(火)までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効

11月17日（金） 12月4日（月） 12月18日（月） 1月17日（水）

11月18日（土） 12月4日（月） 12月18日（月） 1月17日（水）

11月19日（日） 12月4日（月） 12月18日（月） 1月17日（水）

11月20日（月） 12月5日（火） 12月19日（火） 1月18日（木）

11月21日（火） 12月6日（水） 12月20日（水） 1月19日（金）

11月22日（水） 12月7日（木） 12月21日（木） 1月20日（土）

11月23日（木） 12月8日（金） 12月22日（金） 1月21日（日）

11月24日（金） 12月11日（月） 12月25日（月） 1月24日（水）

11月25日（土） 12月11日（月） 12月25日（月） 1月24日（水）

11月26日（日） 12月11日（月） 12月25日（月） 1月24日（水）

11月27日（月） 12月12日（火） 12月26日（火） 1月25日（木）



● 要 請 趣 旨 ●

この間の急激な物価高騰に伴い最低賃金の再改定を直ちに行い、弓|き 上げるように求め

ます。

2022年度の岩手地方最低賃金は 10月 20日 に改定されて 854円 となりました。中央最低

賃金審議会が示した目安を上回る 33円 の引き上げとなったことは大事な到達ッ点です。 しか

し、私たちの求める全国一律 1500円 以上の水準に届かず不十分な水準でした。さらに、最

低賃金近傍の労働者にとつて最も影響のある基礎的支出項目の物価上昇率 (2022年 3月 前

年同月比+4.5%)に も満たないもので、物価高騰を十分に考慮 したとは言えない水準です。

今年の中央最低賃金審議会の目安答申、特に公益委員の見解では、消費者物価指数の基礎

的支出項目では 4%を超えていることを指摘し、「今後、公益委員見解の取 りまとめに当た

って前提とした消費者物価等の経済情勢に関する状況認識に大きな変化が生じたときは、

必要に応 じて対応を検討することが適当であるJと していました。その際参照された「消費

者物価指数の基礎的支出項目指数の推移」は本年 6月 までのデータとなっています。その後

も物価の上昇が続き、中央目安、及び岩手地方最低賃金審議会で審議された当時を超えて労

働者の生活を直撃して社会問題になつています。

県内の消費者物価指数 (10月 )では、食費は前年同月比 5%、 水光熱費は同 11.3%と な

つており、今後もさらに上昇することが見込まれています。もともと岩手県の最低賃金は全

国でも下から2番 目の低水準ですが、物価高騰による基礎的な支出項目での負担増は、とり

わけ最低賃金近傍で働 く労働者の生活に重くのしかかつています。

急激な物価高騰をふまえ、最低賃金法第 12条 「厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、

地域別最低賃金について、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金

支払能力を考慮して必要があると認めるときは、その決定の例により、その改正又は廃止の

決定をしなければならない」に基づく岩手地方最低賃金の再改定を求めます。

以上をふまえ、貴職に対して以下の事項を強く要請 します。

● 要 請 項 目 ●

1.2022年 8月 以降の物価上昇率、特に、最低賃金近傍で働 く労働者に影響を与える基礎的

支出項目の上昇率を勘案し、直ちに最低賃金法第 12条 に基づき、岩手地方最低賃金審議

会に地域別最賃の再改定を諮問するよう要請します。

以 上

岩手労働局

局長 稲原 俊浩 殿

2022年 12月 21日

議長 中野 る

最低賃金再改定のため、岩手地方最低賃金審議会へ諮問すること
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2023年 1月 23日

岩手労働局 局長 殿

全国労働組合連絡協議会東北協議会

議 長  坪井 俊

全国一般労働組合全国協議会

中央執行委員長

共生ユニオンいわて

代 表 岩見

「中央最低賃金審議会の目安制度の在り方に関する全員協議会の報

告」に関する、申し入れ書

12022年 3月に予定されていた「中央最低賃金審議会の目安制度の在り方に関す

る全員協議会の報告」が直前になつてから1年延期の決定が行われました。その後に

おいては、上記全員協議会が昨年12月 16日までで7回開催されたことがホームペー

ジ上で公開されています。この流れから、私たちは今年3月までには、具体的で内容

の有る「報告」が行われるものと期待しております。

2上記全員協議会では、地域をランク分けする目安制度を見直す審議が行われて

いると思われます。この機会に全国一律最低賃金制度に向けて、ランク制を廃止す

べきです。

3 東北地方の現在の地域最低賃金額は、Dランク岩手県854円、秋田県853円、

青森県853円、山形県854円、福島県858円、Cランク宮城県が883円です。Aラ

ンクの東京都が1072円ですから、1ケ月の法定労働時間である173.8時間働くとす

ると岩手県において、東京との間に月に37,888円差がつきます。最低賃金の地域

間格差の拡大が地方の人口減少0衰退を促進する要因のひとつであることは明らか

なため、近年、多くの地方議会において全国一律を求める意見がでています。岩手県

で2020年 3月県議会において、全国一律最低賃金制度の確立等、地域間格差を縮

小させるための施策を求める請願が採択されています。
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地方では自動車は生活必需品であり、その自動車保有費用を考慮に入れると全

国どこでも最低生計費は大きく変わることはありません。全国一律最低賃金制度は、

若年労働者の都会への流出を防ぎ、地方の疲弊を阻止する役割を果たすことがで

きます。221円まで広がった地域間格差を解消するには、全国一律制度確立に踏

み出すことが求められます。

4昨年来の急激な物価高が労働者の生活を圧迫しており、最賃の再引き上げが

求められている事態でもあります。

Dランク県である岩手県の貴労働局が地域問格差を解消するため、できる限り

尽力されるよう申し入れます。

また、本申し入れ書の内容を「中央最低賃金審議会の目安制度の在り方に関す

る全員協議会」に伝えていただくよう申し入れます。

以上
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1 / 1 ページ

業務改善助成金　都道府県別・月別件数一覧表　（申請件数累計）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 局 別 合 計 備 考

01 北海道 2 6 12 4 22 74 2 5 5 11 5 0 148

02 青 森 0 0 0 2 4 28 12 6 2 2 2 0 58

03 岩 手 1 0 1 3 10 33 38 4 3 4 3 0 100

04 宮 城 1 0 0 0 4 38 1 2 5 4 4 0 59

05 秋 田 1 0 3 1 9 18 5 2 4 1 0 0 44

06 山 形 0 0 1 2 2 29 5 2 1 6 2 0 50

07 福 島 0 2 2 2 7 34 13 3 6 7 8 0 84

08 茨 城 1 3 2 5 17 49 3 2 1 3 4 0 90

09 栃 木 1 0 1 2 9 31 4 4 3 1 1 0 57

10 群 馬 0 0 3 3 8 28 2 4 5 1 4 0 58

11 埼 玉 0 3 3 5 18 37 3 5 5 5 6 0 90

12 千 葉 2 0 1 3 28 38 8 6 7 5 10 0 108

13 東 京 4 3 11 26 50 87 12 21 16 25 36 0 291

14 神奈川 2 4 6 13 42 117 14 11 7 19 8 0 243

15 新 潟 1 0 2 1 12 42 0 7 1 1 3 0 70

16 富 山 2 2 4 0 2 21 4 6 3 2 3 0 49

17 石 川 1 3 3 2 6 26 6 6 6 4 5 0 68

18 福 井 4 2 2 3 8 44 0 3 1 7 3 0 77

19 山 梨 0 0 0 0 4 2 11 2 2 3 2 0 26

20 長 野 3 5 7 2 14 43 4 4 1 8 1 0 92

21 岐 阜 1 1 4 2 15 40 6 3 2 4 7 0 85

22 静 岡 2 2 5 5 10 45 10 5 10 2 7 0 103

23 愛 知 4 16 8 17 42 111 21 19 15 21 32 0 306

24 三 重 0 2 3 6 10 28 0 1 2 1 0 0 53

25 滋 賀 0 1 1 2 31 42 8 1 2 6 1 0 95

26 京 都 0 0 5 1 15 63 8 5 3 5 5 0 110

27 大 阪 8 6 7 9 32 118 9 19 12 22 20 0 262

28 兵 庫 2 6 8 23 59 56 10 4 9 10 8 0 195

29 奈 良 2 1 1 6 3 12 7 7 7 4 4 0 54

30 和歌山 3 1 1 5 4 31 3 4 3 3 9 0 67

31 鳥 取 1 0 3 1 2 50 18 2 4 5 1 0 87

32 島 根 0 1 2 1 2 23 9 1 0 1 1 0 41

33 岡 山 3 2 3 4 8 36 4 7 4 8 3 0 82

34 広 島 0 4 7 6 19 78 10 6 7 6 4 0 147

35 山 口 0 4 2 4 6 29 31 3 2 4 11 0 96

36 徳 島 2 6 7 2 3 50 23 3 2 1 1 0 100

37 香 川 0 0 2 1 1 59 4 2 1 3 0 0 73

38 愛 媛 0 0 3 0 0 77 3 1 1 4 2 0 91

39 高 知 1 0 0 4 1 14 5 4 1 2 1 0 33

40 福 岡 0 8 7 8 31 113 23 12 15 9 16 0 242

41 佐 賀 2 0 1 0 3 15 1 1 1 0 1 0 25

42 長 崎 0 1 2 3 5 38 16 5 1 3 1 0 75

43 熊 本 1 5 1 5 7 70 11 1 3 11 4 0 119

44 大 分 0 2 3 2 6 88 16 4 12 5 6 0 144

45 宮 崎 0 1 2 5 9 17 7 2 1 1 1 0 46

46 鹿児島 3 1 0 1 3 48 3 1 2 1 0 0 63

47 沖 縄 1 0 3 1 4 24 7 2 12 5 1 0 60

62 104 155 203 607 2,194 420 230 218 266 257 0 4,716合 計

令和4年度

令和5年2月28日時点

令和4年 令和5年

sugawaraysh
フリーテキスト
資料№１０-１



R3補正　業務改善助成金特例コース　都道府県別・月別件数一覧表　（申請件数累計）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 局別合計 備 考

01 北海道 2 0 0 2 0 0 4 3 11 38 0 0 60

02 青 森 0 0 0 0 0 0 0 2 3 15 0 0 20

03 岩 手 0 0 0 0 0 0 3 2 4 36 0 0 45

04 宮 城 1 1 0 4 0 0 1 1 1 21 0 0 30

05 秋 田 1 0 0 0 0 0 1 0 4 6 0 0 12

06 山 形 0 0 1 0 0 0 0 3 10 9 0 0 23

07 福 島 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 0 0 9

08 茨 城 0 2 0 0 0 0 0 1 6 22 0 0 31

09 栃 木 0 1 0 1 0 0 4 5 13 18 0 0 42

10 群 馬 0 0 0 1 0 0 0 1 4 10 0 0 16

11 埼 玉 0 1 0 7 0 0 1 5 5 28 0 0 47

12 千 葉 10 1 3 11 0 0 0 2 4 32 0 0 63

13 東 京 2 2 1 30 0 0 3 5 22 69 0 0 134

14 神奈川 0 1 0 3 0 1 4 9 14 31 0 0 63

15 新 潟 0 1 0 4 0 0 1 9 9 19 0 0 43

16 富 山 0 0 0 0 0 0 2 1 2 7 0 0 12

17 石 川 1 0 0 0 0 0 2 6 8 7 0 0 24

18 福 井 0 0 0 0 0 0 2 10 6 9 0 0 27

19 山 梨 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 0 0 8

20 長 野 0 0 1 2 0 0 1 2 4 20 0 0 30

21 岐 阜 0 1 0 0 0 1 1 5 8 19 0 0 35

22 静 岡 0 0 3 0 0 1 11 9 31 34 0 0 89

23 愛 知 1 1 2 8 0 2 1 11 16 56 0 0 98

24 三 重 0 0 1 1 0 0 2 5 7 14 0 0 30

25 滋 賀 10 1 0 1 0 0 1 2 15 22 0 0 52

26 京 都 3 0 0 8 0 0 1 4 19 24 0 0 59

27 大 阪 13 1 2 14 0 1 4 11 37 70 0 0 153

28 兵 庫 2 1 5 10 0 1 8 9 20 31 0 0 87

29 奈 良 0 0 0 3 0 0 0 6 9 17 0 0 35

30 和歌山 1 0 0 0 0 6 4 4 6 9 0 0 30

31 鳥 取 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 7

32 島 根 0 0 0 0 0 0 0 1 5 9 0 0 15

33 岡 山 0 0 0 1 0 0 0 3 10 19 0 0 33

34 広 島 1 2 0 1 0 0 0 3 13 15 0 0 35

35 山 口 0 0 0 2 0 1 0 1 6 9 0 0 19

36 徳 島 0 0 0 1 0 0 0 0 3 9 0 0 13

37 香 川 0 0 0 3 0 0 0 0 2 13 0 0 18

38 愛 媛 0 1 0 0 0 0 1 1 4 4 0 0 11

39 高 知 0 0 0 1 0 0 0 0 2 5 0 0 8

40 福 岡 2 1 1 2 0 0 1 3 10 32 0 0 52

41 佐 賀 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 0 0 8

42 長 崎 0 0 1 2 0 0 0 0 5 7 0 0 15

43 熊 本 1 0 1 0 0 1 1 0 5 13 0 0 22

44 大 分 0 1 1 2 0 1 0 3 14 16 0 0 38

45 宮 崎 0 0 0 0 0 0 0 4 4 19 0 0 27

46 鹿児島 0 2 0 0 0 0 0 5 1 4 0 0 12

47 沖 縄 0 1 0 3 0 0 0 2 2 14 0 0 22

51 23 23 128 0 16 66 165 395 895 0 0 1,762合 計

令和5年1月31日時点

令　和　4　年 令　和　5　年

sugawaraysh
フリーテキスト
資料№１０-２


